
香川県ホームページ変動型広告事業仕様書 

 

１ 業務名 

令和８年度香川県ホームページ変動型広告事業 

 

２ 用語の意義 

この仕様書及び契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）香川県ホームページ 

香川県（以下「県」という。）が管理するホームページ 

（https://www.pref.kagawa.lg.jp/）をいう。 

（２）変動型広告 

変動型広告（以下「広告」という。）は、広告主側でコンテンツの文脈や指定の

キーワードを解析して関連性の高い広告を任意にリンクの設定されたテキストや画

像を表示するなどし、その広告へのクリックや商品が購入されるなどの成果に応じ

て報酬が支払われるものをいう。 

（３）広告取扱業者 

広告取扱業者（以下「業者」という。）は、香川県ホームページ変動型広告事業

を受託し、グーグルアドセンスの広告を掲載し、その管理・運営を行う者をいう。 

 

３ 業務内容 

（１）県がインターネット上に公開しているホームページへグーグルアドセンスの広

告を掲載し、その管理・運営を行う。県ホームページ上に、広告の対象範囲や禁止

表現及び制限事項から逸脱した、広告表示として不適切な製品やサービスの広告の

掲載が認められた場合や広告事業を継続することが適当でないと判断した場合は、

県の指示により広告の表示を取り消す。 

（２）各月の業務が完了したときは、遅滞なく県が収入すべき額を算定した業務の成

果報告書を作成し、県に提出しなければならない。なお、県が収入すべき額は、

グーグル社が業者に納めるグーグルアドセンスの広告料収入に、業者が見積書に

示した割合を乗じて得た額とする（算定した額に１円未満の端数があるときは、

その金額を切り捨てるものとする）。 

（３）グーグルアドセンスの広告掲載及び管理・運営に当たっては、香川県広告事業

実施要綱（以下「要綱」という。）、香川県広告事業実施基準（以下「基準」と

いう。）、香川県ホームページ変動型広告事業実施要領（以下「要領」とい

う。）、及び香川県ホームページ変動型広告取扱基準（以下「取扱基準」とい

う。）を遵守すること。 

（４）業者は広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容、その他広告

表示に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の

侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為、その他の不正な行

為を行ってはならない。なお、広告の表示により第三者に損害を与えた場合は、



業者の責任及び負担において解決しなければならない。 

 

４ 広告を表示できる期間 

広告表示開始日 令和８年４月１日以降で県ホームページの環境が整った日 

広告表示終了日 令和９年３月31日まで 

 

５ 広告を表示する場所 

  広告は県ホームページへ表示するものとし、広告の表示イメージは次のとおりであ

る。ただし、広告欄より上の部分の構成は、事前の予告なく変更する場合がある。 

（１）香川県ホームページ「県内・総合情報」トップページ 別紙１ 

香川県ホームページ「県内・総合情報」トップページの中央下部に表示 

（２）香川県ホームページ「観光・魅力情報」トップページ 別紙２ 

香川県ホームページ「観光・魅力情報」トップページの中央下部に表示 

（３）トップページ以外の通常ページ 別紙３ 

トップページ以外の通常ページ中央下部に表示 

ただし、一部掲載されないページがある。 

 

 

６ 広告の種類、規格、対象範囲、禁止表現及び制限事項 

 （１）広告の種類 

グーグルアドセンス（Google AdSense） 

（２）広告の規格 

大きさ 高さ：60ピクセル 幅：468ピクセル 

（３）広告の形式 

ディスプレイ広告 

（４）広告の対象範囲 

県ホームページに広告を表示することができる範囲は、要綱、基準の規定を適用

するものとする。なお、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容

についても同様とする。 

（５）広告の禁止表現及び制限事項 

広告の禁止表現及び制限事項はグーグルアドセンス利用規約、グーグル広告掲載

ポリシー、要綱及び基準の規定を適用するものとする。 

 

７ 香川県ホームーページアクセス数（全体） 

月間アクセス数 約155万件（令和７年１月から同年12月までの平均） 



別紙１

グーグルアドセンスの

変動型広告を表示

バナー広告 バナー広告 バナー広告



別紙２

グーグルアドセンスの

変動型広告を表示



別紙３

グーグルアドセンスの変動

型広告を表示


